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届出制度の改正の概要

１ 改正の趣旨

水戸市の魅力や価値を高め、時代の変化に対応し、市民主体の景観づくりを進めるため、届出制度及び景

観形成基準を見直しました。

２ 届出制度の見直し

・ 工事完了後の届出を新設し、景観誘導の実効性の向上を図ります。

届出の内容どおりに工事が行われたことを確認するため、工事完了後の届出の手続きを市景観条例に規定

・ 景観重点地区の届出を市景観条例から景観法への移行等により、手続きの簡素化と制度の一元化を図

ります。

※本市では、都市における良好な自然的景観を風致地区の許可制度により維持しているため、当該制度に一本化します。

・ 特に大規模な建築物等の事前協議を制度化し、効果的な景観誘導と手続きの円滑化を図ります。

事前協議の手続きを市景観条例に規定し、これまで、景観専門委員による調査案件としていた高さ45m

を超える建築物など、特に大規模な建築物等を事前協議の対象とします。

３ 景観形成基準の主な見直し

（１）大規模建築物等の景観形成基準

ア 景観形成方針と景観形成基準の連携

届出対象行為 見直し内容

建築物又は工作物の新築等 景観法に基づく届出制度に一本化

広告物の設置等 市景観条例に基づく届出制度を存続し、市屋外広告物条例によ

る許可申請を行う場合は別途の届出不要

土地の形質の変更、木竹の伐採又は植栽 届出不要 ※
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イ 色彩基準の進化・連携

ウ 景観形成基準の具体化・強化

エ 景観形成基準の項目の新設

（２）景観重点地区の景観形成基準

備前堀沿道地区
・ 基準の項目や文言を整理

・ 色彩の数値基準の適用除外規定を追加

弘道館・水戸城跡周辺地区 ・ 色彩の数値基準の適用除外規定にアクセントカラーの規定等を追加


